
  
 

  

 
 

   
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

  

 

  

 
 

 

別紙５ 「NURO クラウド yarai」（以下「 yarai 個別規定」といいます）

第１条 (目的およびサービス内容 ) 

1． 弊社は、別紙 4-別表 1 に記載のサービスのうち契約者が申込書上で選択した「 yarai」
サービス（以下「 yarai」といいます）を以下の形態で契約者に提供します。 

(１) 「FFRI yarai」の利用権の再販
弊社は、契約者に対し、標的型攻撃対策ソフトウェア「 FFRI yarai」（以下
「FFRI yarai」といいます）を利用するために必要となる、「FFRI yarai」提供
元から利用許諾を受けうる権利（以下「 FFRI yarai の利用権」といいます）を
再販売します。なお、契約者は、購入した「 FFRI yarai」の利用権に基づき、
別途「FFRI yarai」提供元から利用許諾を受ける必要があります。「FFRI 
yarai」提供元は、別紙 5-別表 3 項番 1 に記載します。 

(２) 「FFR yarai 運用サービス」の提供
弊社は、契約者に対し、 FFRI yarai の動作状況を管理するサーバーを構築運用
し、死活監視や運用支援を実施し、月次レポート提出等を提供するサービス 

(以下「 FFR yarai運用サービス」といいます )をクラウドサービスとして提供
します。「FFR yarai 運用サービス」提供元および提供内容は、別紙 5-別表 3
項番 2 に記載します。 

(３) 「yarai」の提供内容
弊社は、契約者に対し、「yarai」として本条第 1 項第 2項のサービスを併せ
て、クラウドサービスとして契約者に提供します。 

2． 契約者は、別紙 5-別表 3に記載の「 FFRI yarai」提供元および FFR yarai 運用サービ
ス」提供元が定める規約（以下「yarai 規約等」といいます）に同意の上、「FFRI 
yarai」の利用権再販契約および OEM 提供契約（以下「 FFRI yarai 利用権再販契約
等」といいます）および「 FFR yarai 運用サービス」のクラウドサービス提供契約を
お申し込み頂いたものとし、「yarai」のご利用にあたっては「 yarai 規約等」および
本規約を遵守するものとします。

第２条 (使用権許諾の範囲 ) 

1． 契約者は、 yarai 規約等および本規約に定める諸条件のもとに、「yarai」に含まれる
ソフトウェア、ドキュメント、組み込まれたイメージ等の非独占的、譲渡不能なラ
イセンスを有償で使用することを、「FFRI yarai」提供元および「 FFR yarai運用サー
ビス」提供元により許諾されます。 yarai 規約等および本規約により明確に定められ
たもの以外のすべての知的財産権は、ライセンス提供元に留保されています。 

2． 「yarai」に関わるソフトウェア、ドキュメント、組み込まれたイメージ等コンテン
ツに関する所有権、著作権をはじめとするその他一切の知的財産権は、「FFRI yarai」



 
 

 
  

 

 
  

 
  

 
 

  

 
 
 
  

提供元または「 FFR yarai運用サービス」提供元またはそのライセンサーが保有し日
本国著作権法その他関連する法律および国際条約によって保護されています。

第３条 (契約者データの保管、保持期限 ) 

1． 弊社は、「yarai」において契約者が保管したデータを、「yarai」においてデータが保
管された時から、 yarai 規約等および本規約に記載の条件に従い保管、保持します。
ただし、 yarai 規約等および本規約に保管期間の定めがある場合でも、サービス利用
の契約等が終了した場合は、保管期間は契約終了までとします。 

2． 前項の保管期間が過ぎたデータは、弊社の定める方法に基づき速やかに消去します。

第４条 (キャンセル料金の支払義務 )

契約者は、弊社が構築に着手する前までに、申し込みキャンセルを所定の文書にて弊社に
申請した場合はこれを受理します。申し込みのキャンセルされた場合は、キャンセル料金
の支払いを要します。

第５条 (契約更新 )

契約期間満了日の３カ月前までに契約を更新しない旨を契約者が弊社に申出なければ、契
約は自動的に更に 1 年間更新されるものとします。



  
 

   
  

  
 
  

別紙５-別表１ サービス一覧
〇基本サービス
・ yarai 基本サービス
・ yarai アカウント 

※ 2025 年 12月 14 日にて新規受付を終了しました。



  
    

     
    

 
   

    
    
    

 
 

 
 

 
 

 
  

別紙５-別表２ 料金表（税抜額）
基本サービス 年額料金 契約更新期間 

1 yarai 基本サービス 324,000円(法人毎 ) 1 年 

2 yaraiアカウント（最小 5アカウント） 17,520円(AC毎) 1 年

初期費用 料金 

1 yarai 構築費用（ 5～199台） 418,000円 

2 yarai 構築費用（ 200～499 台） 665,000円 

3 yarai 構築費用（ 500台以上） 個別見積もり

〇その他費用
キャンセル料金 (未構築の場合 )：35,000 円

【注意事項】
・Yaraiアカウントの最小契約数は５アカウントです。



別紙５-別表 3 商流と契約関係 

利用権
の仕入

利用権
の仕入FFRI yarai

ソフトウェア
提供元 

FFRI yarai の利用権の再販 

FFRI yarai の利用許諾

お客様 

FFRI yarai 利用権の再販 

FFR yarai 運用サービスの再販 

FFR yarai
運用サービス
提供元

弊社 

FFR yarai
運用サービスの

1. FFRI yarai
凡例 

(1)サービス提供元： FFRI 株式会社 

(2)サポート提供元： JB サービス株式会社 

(3)規約： FFRI yarai 使用許諾契約条項 

2. FFR yarai 運用サービス
凡例 

(1)サービス提供元： JB サービス株式会社 

(2)サポート提供元： JB サービス株式会社 

(3)規約： FFR yarai 運用サービス約款、
総合サービス共通契約条項
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